
 

 

財務大臣との折衝結果 
 

① こども誰でも通園制度の全国展開等 
 

② 保育士等の処遇改善 
 

③ 認可外保育施設等の利用者の負担軽減 

（制度創設以来初の給付上限額の引き上げ） 
 

④ 自治体によるひとり親・貧困家庭のこど

もへの集中的な食事等支援の創設 
 

⑤ 相談支援のこども家庭センターへの一元化 
 

⑥ 障害児入所給付費等国庫負担金の扱い 
 

⑦ 財政力の低い自治体への重点支援

（地域間の財政状況の違いを踏まえた対応） 



保護者の認可外施設等の利用料負担を軽減

令和元年10月の制度創設以来初めて、

認可外保育施設等の利用料に係る給付上限引き上げ

（令和８年10月～）

令和８年度予算案

37億円（※）

令和元年10月の幼児教育・保育の無償化時に、

認可外保育施設等に通うこどもの利用料については、

一定の上限額の範囲で無償化の対象とすることとした

（施設等利用給付制度）

給付上限額は、制度創設以来据え置き

（令和８年１０月から）

制度導入以降の物価・賃金動向等を踏まえ、

概ね１割程度（1,０00～３,７００円／月）

給付上限額を引き上げ
［保護者負担を軽減し、こどもの育ちを支援］

⇒ 延べ約60万人の保護者の利用料の負担軽減

（※）子育てのための施設等利用給付交付金864億円の内数として執行



ひとり親・貧困家庭のこどもの食事等の集中支援を創設
令和８年度予算案

11億円（※）

（※）母子家庭等対策総合支援事業費補助金203億円の内数として執行



相談支援のこども家庭センターへの一元化

子育ての「困った・悩んだ」へのワンストップでの対応

（子育ての「困った・悩んだ」は、こども家庭センターへ）

こども家庭センター
で一元的に対応

（こども家庭センターによる実施・
関与を事業ルール（要綱）で規定）

母子保健や児童福祉分野の

３４事業（予算総額555億円）

こどもを守る
地域ネット
ワーク事業

児童
虐待
防止
対策
事業

医療的
機能強
化事業

市町村
相談体
制整備

未就園
児等全
戸訪問

等
児童見守り

アウト
リーチ
支援

宅
食
事
業

ヤングケア
ラー支援

こどもの居場所づくり
コーディネーター配置

等支援事業

利用者支
援事業

親子関係形
成支援事業

こどものSOS
受け止め事業

産婦健診
事業

妊娠・出産包括
支援事業

性と健康の相談
センター事業

１か月・５歳児
健診事業

妊婦訪問
支援事業

子育て短期
支援事業

養育支援
訪問事業

地域子育て支
援拠点事業

子育て世帯訪問支援事業

児童育成支援拠点事業

産後
ケア事業

こども・若者・子育て家庭



補助

財政力が低い地方自治体のこども施策を重点的に支援

県等が、地域の実情を踏まえた創意工夫の下、優先課題を特定して計画的・継続的に
域内の財政力の低い市町村が行うこども施策の拡充を補助する場合

令和８年度より新たに、県等の財政力も踏まえて、国が補助金で支援

〇 地域こども政策推進事業の創設

国

財政力が低い

県等

優先課題、支援内
容、KPI等の特定

こども施策に係る対話

と計画の提出

財政力指数が１未満の

市町村補助

こども施策の充実

全国どの地域でもこどもが健やかに育つ社会の実現に向けて、

財政力が低い地方自治体のこども施策を重点的に支援

※ 令和８年度においては、先行的に複数の県等の取組を支援

令和８年度予算案

10億円

〇 こども施策の各種補助事業で財政力が低い自治体等を重点的に支援
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